
０１２２ 

学校法人新渡戸文化学園内部公益通報に関する規程 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この規程は、公益通報者保護法（平成１６年法律第１２２号。以下「法」という。）に

基づく指針（令和３年内閣府告示第１１８号）に従い、学校法人新渡戸文化学園（以下「学

園」という。）の労働者等及び役員についての法令等に違反する行為等に関する内部通報への

適正な対応の仕組みを定めることにより、法令等違反行為の早期発見と是正を図るとともに、

通報者又は相談者を保護することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 各用語の定義は次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）「法令等違反行為」とは、学園並びに学園労働者等及び役員による法令等に違反する行

為又は学園が定める寄付行為、その他各種内部規則・規程等に違反する行為をいう。 

（２）「通報対象事案」とは、法第２条第３項に定める「通報対象事実」を通報する行為をい

う 

（３）「労働者等」とは、法第２条第１項に定める「労働者」及び「派遣労働者」をいい、そ

の者の同項に定める「労務提供先等」への通報が内部公益通報となり得る者をいう。 

（４）「通報」とは、学園並びに学園労働者等及び役員による通報対象行為を知らせることを

いう。 

（５）「相談」とは、通報に先立ち又は通報に関連して必要な助言を受けることをいう。  

（６）「内部公益通報」とは、法第３条第１号及び第６条第１号に定める公益通報をいい、通

報窓口への通報が公益通報となる場合だけではなく、上司等への報告が公益通報となる

場合も含む。  

（７）「本件窓口」とは、第４条第１項及び第２項に定める通報を受け付けるための内部窓口

並びに外部窓口の総称をいう。 

（８）「公益通報対応業務」とは、法第１１条第１項に定める「公益通報対応業務」をいい、

内部公益通報を受け、並びに内部公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及びその是

正に必要な措置をとる業務をいう。 

（９）「従事者」とは、法第１１条第１項に定める「公益通報対応業務従事者」をいう。 

（10）「利用対象者」とは、本件窓口を利用できる者をいう。 

（11）「本件窓口利用者」とは、本件窓口に対して通報又は相談を行った利用対象者をいう。 

（12）「対象事案」とは、本件窓口に対して通報又は相談が行われた通報対象事案をいう。  
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（13）「範囲外共有」とは、、公益通報者を特定させる事項を必要最小限の範囲を超えて共有

する行為をいう。 

（14）「被通報者」とは、通報対象行為を行い又は行おうとしているとして通報された者をい

う。 

（15）「本件窓口担当者」とは、本件窓口において通報又は相談を受け付ける者をいう。  

（16）「調査担当者」とは、対象事案に関する調査に関与する者をいう。  

（17）「調査協力者」とは、対象事案に関する調査に協力した者をいう。  

（18）「是正措置等」とは是正措置及び再発防止策をあわせたものをいう。 

（19）「探索」とは、公益通報者を特定しようとする行為をいう。 

（20）「処分等」とは、学園就業規則に定める懲戒処分を含むが、これに限らず、口頭での指

導や注意を含め、学園が行うことができる一切の措置をいう。  

（21）「不利益な取扱い」とは、公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して

行う解雇、懲戒処分、降格、減給、不利益な配転・出向・転籍、退職勧奨、更新拒否、

損害賠償請求、事実上の嫌がらせ、退職金等にお ける不利益な取扱い、その他の一切の

不利益な取扱いをいう。  

（22）「職制上のレポーティングライン」とは、学園役員のほか、各々の学園労働者等及び役

員にとっての上長（所属長に限られない。）をいう。  

 

第２章 内部通報の体制整備 

 

（内部通報の体制整備） 

第３条 学園内において、通報に適切に対応するための体制を整備し、理事長がこれを総括す

る。 

２ 総務担当理事は、本規程に係る業務執行状況について、理事長に報告する。 

 

（窓口及び利用対象者） 

第４条 通報又は相談を受け付ける内部窓口を総務担当理事とする。  

２ 通報又は相談を受け付ける外部窓口を学園顧問弁護士とする。 

３ 本件窓口において学園役員に関係する又は関係すると疑われる通報対象事案を受け付け

た場合は、監事との間で、その後の方針について協議を行う。ただし、監事に関係する又は

関係すると疑われる通報対象事案については、総務担当理事及び学園顧問弁護士との間で、

その後の方針について協議するものとする。 

４ 本件窓口において内部公益通報を受ける学園総務担当理事並びに学園顧問弁護士は、本規

程により従事者として指定される。なお、学園は、当該従事者に対し、従事者の地位に就く
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ことが当該者自身に明らかとなる方法により伝達する。  

５ 利用対象者は、学園労働者等（通報の日から 1 年以内に学園労働者等であった者を含む。）

及び役員とする。 

６ 利用対象者は、匿名であっても本件窓口を利用することができる。  

７ 利用対象者は、内部通報の体制や不利益な取扱い等に関する相談を行うためにも本件窓 

口を利用することができる。  

 

（通報又は相談の方法） 

第５条 本件窓口の利用方法は、利用対象者の利便性を高めるため、電話、電子メール、ＦＡ 

Ｘ、 郵送又は面談とする。但し、当該利用方法以外により通報又は相談が行われた場合であ

っても、本件窓口が利用されたものとして取り扱うことができる。 

 

（範囲外共有の防止を含めた情報管理） 

第６条 本件窓口担当者は、本件窓口利用者の氏名及び教職員番号を含む本件窓口利用者を特

定させる情報を、必要最小限の範囲を超えて他の本件窓口担当者に共有せず、また、本件窓

口利用者が予め明示的に同意した場合又はその他の正当な理由がある場合を除き、当該情報

を本件窓口担当者以外に共有しないものとする。 

２ 調査担当者は、調査協力者の氏名及び教職員番号を含む調査協力者を特定させる情報を、 

必要最小限の範囲を超えて他の調査担当者及び本件窓口担当者に共有せず、また、調査協力

者が予め明示的に同意した場合又はその他の正当な理由がある場合を除き、当該情報を本件

窓口担当者及び調査担当者以外に共有しないものとする。 

３ 対象事案に関する調査により得られた情報（第１項及び第２項に定める情報を除く。） は、

本件窓口担当者、調査担当者、法令違反行為等の是正措置等の検討に関与する学園労働者等

及び役員、理事会の構成員及び事務局並びに必要に応じて行政機関に限り共有するものとす

る。  

 

（調査） 

第７条 本件窓口に通報された対象事案に関する調査は、総務担当理事が行う。 ただし、総務

担当理事は、当該対象事案に関する十分な調査を行うために必要と判断した場合には、当該

事案に関連する部門の責任者や対象事案に対する権限を所管する部門等にも調査を行わせる

ことができる。  

２ 総務担当理事は、この規程により従事者として指定されるものとし、学園は、総務担当理

事に対し、従事者の地位に就くことが総務担当理事自身に明らかとなる方法により伝達する。 

３ 総務担当理事は、本件窓口に通報された内部公益通報に該当する対象事案の調査を担当す
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る者に対して本件窓口利用者を特定させる事項を伝達する場合には、従事者の地位に就くこ

とが当該者に明らかとなる方法により、当該者を従事者として指定する。 

４ 総務担当理事より調査指示を受けた者は、速やかに調査の上、総務担当理事に報告する。  

５ 第１項ないし第４項の定めにかかわらず、第４条第３項に基づいて監事と協議を行った対

象事案については、監事と協議のうえ、調査主体及び調査方法を決定するものとし、当該協

議に基づいて調査担当者となった者について、第１項ないし第４項を準用する。 

 

（是正措置等）  

第８条 調査の結果、法令等違反行為が明らかになった場合には、理事長は、速やかに是正措

置等を講じなければならない。この場合において、学園役員が関係することが認められた対

象事案のときは、監事に対して、是正措置等の対応状況を報告しなければならない。ただし、

監事に関する通報対象事案については、この限りではない。 

２ 総務担当理事は、内部公益通報された対象事案の是正措置等を検討又は実行する者に対し

て本件窓口利用者を特定させる事項を伝達する場合には、従事者の地位に就くことが当該者

に明らかとなる方法により、当該者を従事者として指定する。 

３ 理事長は、法令等違反行為の是正措置等が適切に機能しているかを検証し、適切に機能し

ていないことが判明した場合には、追加の是正措置等を講じるものとする。  

 

（記録） 

第９条 相談窓口において受け付けた通報又は相談への対応に関する記録を作成し、少なくと

も対応終了後１０年間保管しなければならず、その方法は、情報管理の観点から適切なもの

によらなければならない。 

 

第３章 窓口への通報又は相談に関する当事者の責務等 

 

（窓口利用者等の保護） 

第１０条 学園労働者等及び役員は、本件窓口利用者に対して、本件窓口に通報又は相談した

ことを理由として、不利益な取扱いを行ってはならない。  

２ 学園労働者等及び役員は、調査協力者に対して、対象事案に関する調査に協力したことを

理由として、不利益な取扱いを行ってはならない。 

 

（探索の禁止）  

第１１条 学園労働者等及び役員は、本件窓口に通報又は相談した者が誰であるか、対象事案

に関する調査に協力した者が誰であるかを探索してはならない。  
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（秘密保持） 

第１２条 学園労働者等及び役員は、この規程に定める場合のほか、法令に基づく場合等の正

当な理由がない限り、対象事案に関する情報を開示してはならず、当該情報について秘密を

保持しなければならない。  

２ 学園労働者等及び役員は、法令に基づく場合等の正当な理由がない限り、対象事案に関す

る情報を目的外に使用してはならない。  

 

（利益相反の回避） 

第１３条 学園労働者等及び役員は、対象事案に関係する者である場合は、当該事案の調査や

法令等違反行為の是正措置等の検討に関与することはできない。  

２ 学園労働者等及び役員は、対象事案の調査担当者となる時点又は法令等違反行為の是正措

置等の検討に関与する時点で、自身が当該対象事案に関係する者ではないことを確認するも

のとし、当該対象事案に関係する者である場合には総務担当理事に報告しなければならない。  

３ 報告を受けた総務担当理事は、当該労働者等及び役員の対象事案への対応の関与可否を判

断する。  

４ 本件窓口担当者は、自らが対象事案に関係する通報又は相談を受け付けた場合には、他の

本件窓口担当者に引き継がなければならない。  

 

（通知等） 

第１４条 本件窓口担当者は、連絡先の分からない場合を除いて、本件窓口利用者に対して、 

通報又は相談を受け付けた旨を速やかに通知するとともに、受付後の対応方針についても本

件窓口利用者が通報又は相談をした日から２０日以内に通知しなければならない。  

２ 本件窓口担当者は、連絡先の分からない場合を除いて、本件窓口利用者に対して、対象事

案に関する調査の結果及び是正措置等について、被通報者及び調査協力者の信用、名誉、プ

ライバシー等に配慮しつつ、速やかに通知しなければならない。  

３ 本件窓口担当者は、対象事案に関する調査の完了後、連絡先の分からない場合を除いて、 

本件窓口利用者に対して、第１０条第１項により禁止される不利益な取扱いを受けているか

否かを確認しなければならない。  

 

（職制上のレポーティングラインにおける通報者等の保護等） 

第１５条 学園労働者等及び役員は、職制上のレポーティングラインに対して通報又は相談を

行った者に対して、当該通報又は相談を行ったことを理由として、不利益な取扱いを行って

はならない。  
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２ 学園労働者等及び役員は、職制上のレポーティングラインへの通報に関する調査に協力し 

た者に対して、当該調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いを行ってはならない。  

３ 職制上のレポーティングラインに対して行われた通報又は相談についても、学園は、正当

な理由がある場合を除いて必要な調査を実施し、その結果を受けて必要な範囲で是正措置等

を講じ、それらの記録を適切に作成・保管するとともに、学園労働者等及び役職員は、前２

項の遵守に加えて、範囲外共有の防止を含めた情報管理、探索の禁止、秘密保持、利益相反 

の回避等に関し、この規程に定める通報及び相談に準じて取り扱う。  

 

（学園以外に公益通報を行った者の保護等） 

第１６条 学園労働者等及び役員は、公益通報者保護法第３条第２号及び第３号並びに同法第

６条第２号及び第３号に定める保護要件を満たす公益通報を行った者に対して、当該通報を

行ったことを理由として、不利益な取扱いを行ってはならない。  

２ 学園労働者等及び役員は、前項に定める公益通報を行った者を探索してはならず、また、 

当該者を特定させる事項を学園が認めた範囲以外に共有しないものとする。 

 

第４章 通報又は相談を行う者の責務等 

 

（不正の目的による通報又は相談の禁止等） 

第１７条 学園労働者等及び役員は、虚偽の通報又は相談や、他人を誹謗中傷する目的の通報

又は相談その他の不正の目的の通報又は相談を行ってはならない。  

 

第５章 その他 

 

（処分等） 

第１８条 この規程の違反行為が明らかになった場合には、学園は、当該行為を行った学園労

働者等及び役員に対して適切な処分等を課さなければならない。  

２ 調査の結果、法令等違反行為が明らかになった場合には、学園は、当該法令等違反行為に

関与した学園労働者等及び役員に対して適切な処分等を課さなければならない。 

 

（救済・回復等） 

第１９条 この規程の違反行為（第６条及び第１０条の違反行為を含むが、これらに限られな

い。）が明らかになった場合には、学園は、当該行為による被害・違反等について、適切な救

済・回復措置等を講じなければならない。  
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（周知・研修） 

第２０条 総務担当理事は、個人情報等の保護に配慮した上で、本件窓口の運用実績について

学園労働者等及び役員に対して周知するものとする。  

２ 総務担当理事は、理事長を含む全ての学園労働者等及び役員に対して、定期的に内部通報

制度に関する周知及び研修を行うものとする。  

 

（この規程に基づく制度の運用及び改善） 

第２１条  理事長は、この規程に基づく整備及び運用の状況等について、定期的に客観的かつ 

公正な方法による評価、点検等を行うとともに、必要に応じて改善を行うものとする。  

 

（事務・庶務） 

第２２条 学園の内部公益通報対応業務に係る事務・庶務は法人事務局人事・総務課が所管す

る。 

 

（規程の改廃）  

第２３条 この規程の改廃は、常任理事会の議を経て理事長が決定する。 

 

 

附 則  

１ この規程は、令和４年６月１日から施行する。 

２ 学校法人新渡戸文化学園公益通報規程は、令和４年５月３１日を以て廃止する。 


